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湘南海岸風致地区種別の変更案に関する 

パブリックコメントと市の考え方 
 

平成２１年１月１５日（木）から平成２１年２月２０日（金）にかけて、地域説明会及びパブリックコメントを

実施し、ご意見をいただきました。 

 

１、 パブリックコメントの実施状況 

（１） 地域説明会 

 ア 会場別出席者数 

№ 日 程 開催場所 出席者数 

１ １月２２日（木） なでしこ公民館  ７ 名 

２ １月２３日（金） 花水公民館  ８ 名 

３ １月２４日（土） 須賀公民館 １０ 名 

４ ２月１４日（土） 高浜台自治会館 ２０ 名 

合計 ４５ 名 

 

 

（２） パブリックコメント 

ア 実施期間 ： 平成２１年１月１５日（木）～２月２０日（金） 

イ 提出者数 ： ５名  

ウ 送付方法別提出者数 

送付方法 提出者数 

郵送 ０ 名 

ファックス ０ 名 

E メール ４ 名 

持参 １ 名 

ご意見記入用紙 ０ 名 

合計 ５ 名 

 

 

（３） パブリックコメント意見総数 

ア 意見総数 ： １８件 

 

イ 説明会意見数  :  ７件 

エ 意見数  :  １１件 
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２、 地域説明会及びパブリックコメントの意見の要旨及び市の考え方 

 

番号 類型 意見の要旨 同意見 市の考え方 

１ 方針 

この度の種別変更をとても感謝し

ています。建ぺい率２０％、高さ制限

８ｍでは、住環境を守るというよりも

「建築不可」に近い規制です。良好な

環境を保つために「風致廃止」ではな

く「風致地区の種別変更」という選択

をした行政側の配慮に感謝します。 

 

 

 

 

 

今後も、 風致地区と し ての 自然環境の   

保全、良好な居住環境の維持に努めてまいり

ます。 

２ 種別 

龍 城 ヶ 丘 地 区 の 種 別 変 更 に   

反対、第１種風致地区の指定を解か

ないでください。北側の道路は幅員 

４ｍで、建築に必要な最低限の幅員

しかなく、その場所に１０ｍの建築物

はそぐわない、また、建ぺい率４０％

は隣接する松林不適当です。 

 

 

湘南海岸風致地区の種別変更について

は、風致地区としての自然環境の保全、良好

な居住環境の維持を基本とし、用途地域によ

る制限及び高度地区（中心市街地から海岸へ

向かって段階的に低くなるまちづくりを進める）

の基本的な考え方と整合を図るとともに、現況

の土地利用状況を勘案し、第１種風致地区と

しての風致地区の種別と指定方針にそぐわな

い地区を抽出し、種別変更を することとしま  

した。 

種別変更（第３種風致地区）後も、引き続き 

建ぺい率、建物の高さの制限により、当該地 

周辺の松林に接する地域の、用途地域による

建ぺい率６０％及び高度地区による高さ制限 

１５ｍより厳しい規制とすることで、松林等の 

自然環境及び居住環境との調和が図られるも

のと考えています。 
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番号 類型 意見の要旨 同意見 市の考え方 

３ 

地権者に配慮した変更による、 

大規模マンション建設による紛争の

懸念があるため、第３種風致地区へ

の変更に反対します。 

 

 

 

 

他２件 

４ 

現状の指定を第３種風致地区に

変更することに反対します。 

 

 

 

 

 

５ 

現状が第１種風致地区の基準の

ままで大丈夫であれば、敢えて第３

種風致地区とするのはなぜなのか、

変更するのであれば、第３種風致地

区でなく第２種風致地区ではないの

か。 

 

 

 

 

 

６ 

種別 

２年前の第４種風致地区へ変更す

る素案から第３種風致地区へ変更す

る案と なっているが 、地域住民の  

要望を踏まえ、案の変更をしていただ

いたと考えています。 

 

湘南海岸風致地区の種別変更について

は、風致地区としての自然環境の保全、良好

な居住環境の維持を基本とし、用途地域によ

る制限及び高度地区（中心市街地から海岸へ

向かって段階的に低くなるまちづくりを進める）

の基本的な考え方と整合を図るとともに、現況

の土地利用状況を勘案し、第１種風致地区と

しての風致地区の種別と指定方針にそぐわな

い地区を抽出し、種別変更を することとしま  

した。 

変更箇所の４地区については、風致地区の

種別と 指定方針に照らし合わ せた結果 、   

第２種風致地区の｢周辺から建築物等が樹林

や敷地内の樹木と一体となった景観を有する

地区｣とする土地利用ではなく、第３種風致地

区の「建築物が既存樹木や植栽樹木等の緑と

調和した街なみを有する地区」として適合して

いると判断し、引き続き、第３種風致地区とし

て神奈川県風致地区条例の規定による建物

の高さ、建ぺい率、壁面後退距離の制限及び

開発事業における緑地の基準により、自然環

境の保全、良好な居住環境の維持を図ってい

きたいと考えております。 

当初、平成１８年の地域説明会においては、

変更箇所４地区の内、１地区を第３種風致 

地区、３地区を第４種風致地区へ種別変更す

る変更素案としていましたが、地域住民のみな

さまからのご意見も踏まえ、今回、変更箇所 

４地区の全てを第３種風致地区として変更する

こととしました。 
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番号 類型 意見の要旨 同意見 市の考え方 

７ 

龍城ヶ丘地区にある県の砂防林

は、風致地区内の風致を維持するた

めに守ってください。 

 

 

 

 

８ 

市として砂防林の保護を確実に 

進めるとともに、県に対して砂防林の

保全、保護を強く要請することを要望

します。 

 

 

 

他１件 

９ 

国道 134 号拡幅に関し、道路 

北側の緑地空間（砂防林）を残すと

同時に、市は強い意思を持ってこれ

を 増やす施策を進め ていただきた

い。 

 

 

 

 

当該地の砂防林の多くは、森林法の規定に

よる「飛砂防備保安林」と「風致保安林」となっ

ており、生活環境の保全や形成等の公共的 

目的を達成するため、神奈川県知事が指定し

ています。  

当該保安林の機能が継続的に発揮され、

風致地区の自然環境が維持、保全されるよ

う、神奈川県と協力して取り組んでまいりたいと

考えています。 

 

１０ 

風致地区の新たな指定に向けて、

緑の基本計画を推進することを要望

します。 

 

 

 

 

１１ 

その他 

既に指定されている風致地区の 

緑を保全し、また、新たな風致地区

を指定することにより、更なる緑化を

推進する姿勢を打ち出してください。 

 

 

 

 

「平塚市緑の基本計画」は、策定から１０年

余りが経過し、現行計画を取り巻く環境に著し

い変化が生じていることから、改訂に向けての

検討を進めていると ころであり、風致地区の 

新たな指定・推進については、改訂する平塚

市緑の基本計画の中で検討してまいります。 
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番号 類型 意見の要旨 同意見 市の考え方 

１２ 

高浜台の駐車場跡地に今後建物

が建築された場合、緑の環境を維持

するための植栽や景観を保っていく

規制はないのか、第１種風致地区を

守るために、何をしてきたのか。 

 

 

１３ 

高浜台の土地の 開発について、 

今後、事業者の計画に対して建物の

形状や色彩、緑化等の指導をして 

ほしい。 

 

 

１４ 

高浜台の土地は現在荒れ放題な

の で、周辺の 環境と 調和した土地 

利用をするようにしてほしい。 

 

 

 

神奈川県風致地区条例の規定により、建物

高さ、建ぺい率、壁面後退距離、色彩の基準

を定めています。建築物の建築の際には、これ

ら建ぺい率、壁面後退距離の制限により確保

される空間に、植栽等による緑を施す等の  

指導を行っています。 

さらに、開発事業においては、市街化区域

の５００㎡以上の場合に敷地面積の２０％以上

の緑地を設ける等の基準を定めています。 

なお、平塚市まちづくり条例の規定により、

公園の設置等の基準を定めているとともに、 

平塚市景観条例においても、建物の色彩基準

を定めています。 

これらの条例に基づき、周辺の環境と調和し

た計画となるよう指導を行っていきたいと考え

ています。 

１５ 

 
その他 

高浜台の土地が開発された場合

は、土壌調査をやってもらえるのか。 

 

土壌の汚染に関しては、土壌汚染対策法

（平成１５年施行）及び神奈川県生活環境の

保全等に関する条例（平成１０年施行）により、  

原則、土地所有者や管理者が調査を行うこと

となっています。なお、法律が施行される前に

廃止された施設の敷地については調査を行う

義務は生じないこととなっています。 

 

 

 

 

 

 


